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要旨 

本稿は、主に 2003 年 11 月に実施された「小規模企業経営者の引退に関する実態調査」の

結果を用いて、日本の小規模企業の退出行動について分析するものである。一般的に、企

業の退出（特に倒産以外のケース）を事後的に把握し、広くその経営者に対して調査を行

うことは困難である。しかし、同調査では、小規模企業共済制度の契約者を対象とするこ

とにより、この問題を克服している。調査の結果から、まず、小規模企業は経済状況の悪

化を直接の理由とする退出（「経済的退出」）以外にも様々な理由によって退出している（「非

経済的退出」）ことが確かめられた。また、両者の性質の違いを検証するプロビット・モデ

ルを推定した結果、相対的に若い場合、男性の場合、金融機関からの借入がある場合、売

上が減少傾向にある場合などに経済的退出が生じている傾向が強いことが示された。さら

に、退出後の経営者の就労状況について、再び経営者や被雇用者になるケースも相当程度

存在していること、経済的退出の場合のほうが再就労する、特に被雇用者として再就労す

る比率が高いことなどが示された。これらの結果は、退出研究において経済的退出と非経

済的退出の両者を区別して分析することが重要である可能性を示している。 
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１．はじめに 

小規模企業は、少なくとも数の上では日本企業のかなりの部分を占めている1。2001 年事

業所・企業統計調査によれば、日本に 470 万あるとされる企業（非１次産業）のうち 410

万は小規模企業、310 万は個人企業（個人経営の、単独事業所および本所・本社・本店事業

所）である2。雇用面でも、常用雇用者ベースで 3828 万人中の 724 万人は小規模企業の雇用

であり、個人企業の事業主自身の自己雇用等を考慮した、会社の常用雇用者＋個人企業の

従業者ベースでは、4266 万人中 1079 万人を小規模企業が占めている3。また、最近 10 年来、

中小企業政策上の主要な関心のひとつとなっている開業率の低下傾向および開廃業率の逆

転現象についても、開業企業年平均 15 万社中 11 万社が個人企業、廃業企業年平均 22 万社

中 15 万社が個人企業である4。従って、日本の開廃業に関する問題は、少なくとも量の面か

ら捉える限りにおいては、実は相当程度が小規模企業の問題である。 

しかし、一般的にいって、企業の退出（特に倒産以外のケース）を事後的に把握し、広

くその経営者に対して調査を行うことは、開業直後の企業と同様か、あるいはそれ以上に

困難である。そしてその状況は、一般的には規模が小さくなるほど厳しくなる。そのため、

特に日本においては、小規模企業の退出行動を直接観察する研究はこれまで必ずしも十分

には行われてこなかった。 

このような中で、2003 年 11 月に、小規模企業共済制度の契約者を対象とした大規模なア

ンケート調査「小規模企業経営者の引退に関する実態調査」が行われた。同調査では、退

出した小規模企業の経営者に対してその退出理由を尋ねているほか、経営者の人的属性や

企業属性、経営していた事業の状況、さらには退出後の就労状況等の広範な項目が調査さ

れている。本稿は、主にこの調査の個票データを用いて、日本における小規模企業の退出

の実態について分析を行うものである。本稿の最大の特徴は、退出を一律の事象として扱

うのではなく、退出の多様性を明確に認識するとともに、それらの性質の違いを計量的に

検証する点である。なお、同調査の結果の一部は既に『中小企業白書 2004 年版』でも使

用されているが、本稿の観察および分析は、基本的に白書では使用されなかった部分を使

用したものである。 

本稿の構成は以下の通り。次節では、日本の近年の研究を中心に退出の関連研究を整理

する。第３節では、分析に使用するデータの概要および特徴について述べる。第４節では、

小規模企業の退出理由の観察と、退出の性質の違いを検証するプロビット・モデルの推定

を行う。第５節では、退出後の経営者の就労状況についての観察および分析を行う。第６

                                                  
1 本稿において、「小規模企業」とは、中小企業基本法の定義と同様に、常時使用する従業員の数が

20 人以下（商業、サービス業は５人以下）の企業を意味する。 
2 個人企業は、大部分（95%以上；2001 年、非１次産業）が小規模企業の範疇に属している。 
3 『中小企業白書 2004 年版』付属統計資料参照。 
4 2001 年事業所・企業統計調査、非１次産業。 
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節は結論である。 

 

 

２．先行研究 

これまで、企業の退出(exit)は、中心的には主にミクロ経済学および産業組織論の文脈に

おいて研究されてきた。そこでの最も基本的な考え方は、各企業は利益の最大化を目的と

して事業を行っており、市場からの退出は企業の利益（または期待利益）がある水準以下

に低下した（または低下すると判明した）場合に生じる、というものである（e.g, Jovanovic, 

1982; Ghemawat and Nalebuff, 1985）。そのため、実証分析においても、標準的には、退出は

市場規模の変動やプライスコストマージン（利益状況）、参入・退出障壁などの経済的指標

と結びつけて考えられてきた(cf., Mansfield, 1962; Shapiro and Khemani, 1987)。日本に関して

も、この枠組に基づく代表的な分析として、工業実態基本調査を用いた中小製造業企業の

退出研究である楠田・横倉・根来(1979)、工業統計調査の事業所ベースの個票データを用い

た森川・橘木（1997）および橘木・森川（1999）などが行われてきた5。 

しかし、より広く捉えれば、退出には同時に多岐に渡る関連分野が存在する。倒産・デ

フォルト、存続・生存(survival)、生存期間(duration)、失敗(failure)、閉鎖(closure)などを対象

とする分野がそれであり、これらは、部分的には重なり合いながらも、それぞれある程度

独立して研究が進められている。例えば、最近の日本に関する研究として、まず倒産・デ

フォルトについては、東京商工リサーチの倒産情報などを用いた Helwege and Packer (2003)

や福田・粕谷・赤司(2004)、CRD（Credit Risk Database）データを用いた山下・川口(2003)、

および後述の齋藤・橘木（2004）などがある6。また、失敗については、東京商工リサーチ

のデータを用いて製造業新企業のハザードモデルの推定を行った Honjo (2000)などがある7。

他にも、松繁（2002）では、独自の２時点調査の結果を用いて、大阪府豊中市の従業員 100

人未満企業の１年後の存続関数の推定が、また、国民生活公庫総合研究所（2004）では、

2001 年末以降毎年実施している同公庫の融資先新企業に対するパネル調査の結果を用いて、

新規開業企業の約２年経過後の廃業関数の推定が行われている。さらに、これらの研究領

域は、労働経済学分野に属する自営業(self-employment)研究とも関心が一部重なっている。

                                                  
5 楠田・横倉・根来(1979)では、退出だけでなく、それを転出と廃業に分けた分析も行われている。

退出の内容の違いを扱った先駆的な研究であるといえる。 
6 特に、倒産・デフォルト分析は、いわゆる信用リスク分析を含めればたいへん広範、かつ非公開の

実務モデルも数多く存在している分野である。なお、上記のうち Helwege and Packer (2003)と福田・

粕谷・赤司(2004)では倒産の範囲内での内容の違いが、齋藤・橘木（2004）では存続の内容の違いが

取り扱われている。 
7 もちろん、「失敗」研究においては、一般に失敗という用語の定義が重要な問題となる(Watson and 
Everett, 1993; Everett and Watson , 1998)。実際、例えば Honjo (2000)では「失敗」は東京商工リサーチ

の倒産フラグの付与で定義されており、実質的には倒産研究でもある。 
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例えば、労働力調査の個票データをもとに自営業主の開廃業を分析した太田（2003）では、

年齢や業種と自営業主の 1 か月後の廃業確率の関係を検証するプロビット・モデルの推定

が行われている8。 

これらに加えて、特に欧米において、近年退出の内容の違いを考慮した分析も多く行わ

れている。Harhoff, Stahl and Woywode(1998)では、ドイツ企業のデータを用いて支払不能

（insolvency)と自発的清算(voluntary liquidation)とを区別した分析がなされている。自営業研

究の Taylor(1999)では、英国自営業の退出理由を観察し、その上で自発的退出(voluntary 

termination)と非自発的退出(involuntary termination)を区別した分析が行われている。さらに、

Headd(2003)および Bates(2005)では、米国の調査 Characteristics of Business Owners (CBO)の結

果を用いて、1989－1992 年に開業し 1993－1996 年に閉鎖(closure)した企業の経営者に、閉

鎖を決めた時点での事業に対する成功・不成功の認識を尋ねた設問の結果をもとに、閉鎖

にも successful closure と unsuccessful closure があるとの議論を展開している9。 

日本に関しても、特筆すべき分析として、Honjo(1999)では、東京商工リサーチのデータ

を用いて、日本のソフトウエア産業の新企業について、倒産により退出した企業を失敗

(failure)、それ以外のケース（合併を除く）を非失敗(non-failure)と定義した多項プロビット・

モデルの推定が行われている10。他にも、最近、日本でも困難ながらも退出後の企業の経営

者を把握し、それら経営者に対して直接の調査を行おうとする試みがいくつかなされてい

る。代表的なものは、国民生活公庫総合研究所「２度目の開業に関する実態調査」と中小

企業研究所「事業再挑戦に関する実態調査」である。前者は、国民生活金融公庫の融資先

企業（融資時点で開業後５年以内）に広く調査票を送り、過去に別の事業を興しそれを廃

業した経験がある経営者だけに回答を求めるという方法で行われた調査である（調査時期

は 2001 年８月）。独自の視点で行われた興味深い調査であるが、ただし、結果的に調査票

の発送件数 45466 件に対し、回収数は 236 にとどまっている11。後者は、東京商工リサーチ

の倒産情報リストをもとに、2001 年に倒産、かつ倒産時点の住所が把握できた経営者 23818

人を対象として行われた調査である（回収数 1508、調査時期は 2002 年 12 月）。同調査の結

                                                  
8 なお、労働力調査の「自営業主」は「個人経営の事業を営んでいる者」と定義されており、会社・

団体の役員は含まれず、内職従事者が含まれる。 
9 他にも、Schary (1991) では、20 世紀前半の米国の綿織物工業 61 企業を対象に、倒産、自発的清算、

合併を区別した分析が行われている。また、Klejweg and Lever (1996)では、退出全体と破産を区別し

たドイツ製造業事業所の退出分析が、Winter et. al. (2004)では、米国のファミリービジネスについて退

出内容の違いを考慮した分析が行われている。 
10 Honjo(1999)は、東京商工リサーチのデータを使用した他の研究と異なり、通常の倒産情報データ

に加え、別途、それ以外の退出に関する情報も入手し使用している。ただし、同社の企業情報は小規

模企業、特に個人企業のカバレッジは限定的であるほか、退出に関しても、同社の企業情報は倒産情

報の把握・提供に重点が置かれており、それ以外の退出形態の情報は副次的なものである。 
11 この回収数の激減は、別の事業を興した経験がないため回答しなかったケースと、経験はあるが回

答しなかったケースの複合から生じている。従って、同調査では通常の意味での回収率は計算できな

い。なお、同調査について、より詳しくは国民生活金融公庫総合研究所編（2002）を参照されたい。 
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果は『中小企業白書 2003 年版』で分析されているほか、齋藤・橘木（2004）において倒

産モデルの推定などが行われている。ただし、同調査は、企業の退出事例のうち倒産によ

って退出したケースのみを対象としたものである。 

 

 

３．データ 

本稿で使用する「小規模企業経営者の引退に関する実態調査」は、小規模企業共済制度

の契約者のうち、共済金・準共済金を 2001－2002 年度に事由「個人事業の廃止」または「法

人の解散」により、あるいは 2000－2002 年度に事由「個人事業の配偶者または子への譲渡」

により受け取った者 15000 人を対象とした調査である（調査実施主体は中小企業総合事業

団、調査時期は 2003 年 11 月）12。なお、個人事業を配偶者または子以外の第３者に譲渡し

たケースは、制度の区分上は「個人事業の廃止」に含まれる。調査の結果、回収数は 3958、

回収率は 26.4％であった。 

「小規模企業共済制度」は、中小企業基盤整備機構（調査時点では中小企業総合事業団）

が運営する、小規模企業経営者のための任意加入・公営の退職金積立制度である。納付し

た掛金の範囲内での貸付制度も設けられていることなどから、小規模企業のセイフティー

ネット対策の一環とも位置づけられている（同制度について、詳しくは補論を参照）。 

本来、特に小規模企業に関して、市場から退出した企業を広く観察・追跡することは非

常に難しい。負債がない企業が自発的に廃業を選択した場合や、負債を有する倒産であっ

ても負債総額 1000 万円未満であった場合などは、そもそも退出の情報を観察者が捉えるこ

とさえ困難である。その意味で、同共済制度に加入し最終的に共済金等を受け取った経営

者、というのは一般的には得がたい情報を提供する貴重なデータベースであるといえる。 

ただし、本稿では、調査された３事由のうち、さらに「個人事業の廃止」「法人の解散」

（いずれも共済事由 A）に該当するもののみを分析の対象とする。「個人事業の配偶者また

は子への譲渡」（準共済事由）については、もともと観察数が非常に少ない事象であり、か

つ何よりも企業の市場退出の事例ではないことから、本稿では分析の対象から除くことと

した13。次に、同共済制度は加入後に企業規模が拡大しても脱退する必要がないため、元デ

ータには若干数の小規模企業の基準を超える企業が含まれている。この点について本稿で

は、小規模企業の分析を行うという概念上の統一性をより重視し、小規模企業の基準を超

                                                  
12 15000 人のうちわけは、事由毎にそれぞれ 10145 人、4000 人、855 人。最後の「個人事業の配偶者

または子への譲渡」のみ件数が少ないことから全数調査、先の２事由は事由毎の無作為抽出である。

（付表１も参照。ただし、付表１は件数ベースなので数字は完全には対応しない。） 
13 より厳密には、配偶者・子に譲渡したケースだけでなく、それ以外の第 3 者に譲渡したケース（事

由「個人事業の廃止」に含まれる；ただし若干数）も、調査結果の情報をもとに別途除いた。 
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えるケースは分析の対象から除いた14。最後に、分析に必要な設問にすべて回答しているも

ののみを抽出した結果、サンプルサイズは 1730 となった。本稿では、原則としてこの 1730

サンプルをもとに分析を行う。 

 

 

４．小規模企業の退出理由 

４．１．調査結果の観察 

本分析のデータセットは、結局、2001－2002 年度に「個人事業の廃止」または「法人の

解散」によって退出した小規模企業の経営者 1730 サンプルである。ここで、経営者はやめ

たが企業は継続したというケースは含まれておらず、経営者がやめると同時に企業も退出

したケースのみで構成されているという点は重要である。その結果として、本稿の分析で

は、経営者の引退と企業の退出を区別する必要がなくなっている。 

表１（１）は、経営者をやめた最大の理由を尋ねた設問の結果である。最も多いのは、「事

業の見通しが立たないため」で 38%、次が「経営者本人の高齢化」20％、「経営者本人の病

気やけがのため」14％と続いている。一見して、小規模企業は、事業の見通しが立たない、

倒産といった事業の経済状況の悪化を直接の理由とする退出以外にも、経営者の高齢化や

健康問題をはじめとする様々な理由によって退出していることがわかる。さらに、一部で

はあるが、悠々自適な生活を送るため、新たな仕事や事業を行うためといった理由での退

出もみられる。これらの、事業の経済状況の悪化以外の理由による退出は、標準的な退出

研究の想定とは必ずしも一致しないように思われるケースである。なお、倒産は２％と少

ないが、これは、基本的には今回のデータの特性、すなわち、１）金融機関からの借入の

ない企業も相当あるなど、小規模企業においては「倒産」という事象自体がもともと起こ

りにくい15、２）倒産前に資金手当のために共済を解約した場合、仮にその後倒産しても今

回のデータセットには含まれない、ことなどによっていると考えられる16。 

また、表１（２）は、表１（１）の設問において退出の最大の理由として「事業の見通

しが立たない」「倒産した」と回答したものについてのみ、より具体的な理由を尋ねた結果

                                                  
14 すなわち、退出を決めた時点の従業員数が卸売業・小売業・飲食店・サービス業で５人超、他の業

種で 20 人超のケースをサンプルから除いた。ただし、これは主に概念上の問題であり、仮にそれら

のケースを含めて分析しても結果はほとんど変わらない。 
15 ここで、倒産の定義が問題となる。今回の調査の調査票には特に記述されていないが、一般的には、

倒産とは①銀行取引停止処分を受ける、②裁判所に会社更生法の適用を申請する、③商法による会社

整理の適用を申請する、④民事再生法の手続き開始を申請する、⑤破産を申請する、⑥特別清算の開

始を申請する、⑦債権者との協議に基づき私的整理を行う、のいずれかに該当する場合と理解されて

いる。 
16 逆にいえば、当然ながら本データセットには、同共済制度に加入していない、あるいは途中で解約

した経営者の企業等は含まれない。この点は、今回のデータセットのひとつの限界である。 
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である17。これをみると、全体の７割が「売上・受注額が減少した」で占められており、多

くの場合売上の不振がこれらの退出の主因となっていることがわかる。その次は、｢赤字を

計上した｣の９％である。ただし、表１（２）では、金融機関の融資拒絶や減額の割合は３％

と小さいが、これは表１（１）において倒産が少ないことと同様の理由による可能性が高

い。 

さらに、表１には、全サンプルの結果に加えて、経営者の退出時点の年齢が 65 歳未満と、

65 歳以上の二つのサブサンプルに区分した結果も示している。この年齢区分は、第一には

生産年齢人口に含まれるかどうかの基準によるものである。すなわち、統計上、15－64 歳

に属する人口は「生産年齢人口」、それ以上の人口は「老年人口」と区分されていることか

ら、本データセットにおいても、標準的な引退年齢を 65 歳前後とみなしてそれ未満と以上

でサンプルを区切ることには意味があると判断した。さらに、今回のデータセットでは、

65 歳で分けた場合、結果的に 65 歳未満が 56％、65 歳以上が 44％と、二つのサブサンプル

の規模が比較的近くなるという実際上の利点もある。 

この、65 歳未満・65 歳以上別の結果をみると、表１（１）では、65 歳以上で事業の見通

しが立たない、あるいは倒産によって退出した割合は 65 歳未満に比べて小さい（約半分）

一方で、経営者自身の高齢化や健康問題の割合が大きく、年齢によって退出理由の分布に

違いがあることが伺える。これに対し、表１（２）では、65 歳未満と 65 歳以上の理由の分

布は比較的似ている。すなわち、65 歳未満とそれ以上で、事業の経済状況の悪化による退

出の割合には相当な違いがあるが、「経済状況の悪化」のより具体的な内容については、65

歳未満とそれ以上で大きな違いはないということができる。 

これらの退出理由は、上述のように、大きくは「事業の見通しが立たない」「倒産した」

という経済状況の悪化を直接の理由とする退出と、それ以外の理由による退出に分けるこ

とができる。本稿では、以下、このうち前者を「経済的退出」、後者を「非経済的退出」と

呼び、二つに分けて分析を行う。ただし、厳密には、表１（２）をみると「事業の見通し

が立たない」「倒産した」と回答したケースの中にも、より具体的な理由を「経営者の高齢

化や健康問題」とするものが少数ながらみられる。そこで、当該ケースは別途抜き出して

「非経済的退出」に含めることとする。 

結果として、今回のデータセットの場合、1730 サンプル中、経済的退出が 689、非経済

的退出が 1041 となり、非経済的退出のケースが実に過半（６割）を占めている（表２）。

ただし、年齢別には、65 歳未満では経済的退出と非経済的退出がほぼ同割合である一方、

65 歳以上では非経済的退出が４分の３と大勢となっている。 
                                                  
17 表１（２）をみると、無回答、すなわち表１（１）の設問には回答したが表１（２）の設問には回

答していないケースがサンプルに含まれていることがわかる。これは、仮にこれらのケースを除くと、

後の計量分析において「経済的退出」に該当するケースのみを系統的に落とすことになってしまうの

で、その偏りを避けるためである。 
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さらに、表３は、より細かく、退出した経営者の年齢分布を全サンプル、経済的退出、

非経済的退出別に集計したものである。これをみると、全体の 66％が 60 歳以上、92%が 50

歳以上と、かなりの部分が高齢の退出事例で構成されていることがわかる。年齢層として

は、60－69 歳層に全体の 44％が、50－79 歳層に 90％が集中している。また、経済的退出・

非経済的退出別には、両者の分布の山の形の違い、具体的には非経済的退出のほうがより

高齢（65－69 歳）を中心とした山になっていることが確認できる。この、表３の経済的退

出と非経済的退出の比較からも、65 歳前後が退出行動の内容変化のひとつの節目である可

能性が高いことが伺える。 

 

４．２．プロビット・モデルの推定 

前節まで、小規模企業の退出理由の分布、および経済的退出と非経済的退出の年齢によ

る分布の違いなどを観察した。本節では、さらに、年齢以外の様々な要因も同時に考慮し

ながら、経済的退出と非経済的退出の違いを検証する確率モデルの推定を行う。具体的に

は、経済的退出の場合に１、非経済的退出の場合にゼロを取る変数を被説明変数とし、経

営者の人的属性、経営していた企業の属性、退出を決めた時点での事業状況を表す変数を

説明変数とするプロビット・モデルの推定を行う。それにより、これら各要因と退出理由

の関係の有無およびその程度を統計的に検証することができる。 

説明変数のうち、まず経営者の人的属性と企業の属性に関しては、調査項目から、経営

者の年齢、性別、経営年数、創業者ダミー、経営組織の違い、従業員の有無、業種の違い

を採用する。経営者の年齢は、前節までと同じく経営者の退出時点の年齢である。年齢に

ついては、連続型変数として使用するだけではなく、退出行動の不連続性を考慮し、さら

に 65 歳未満かそれ以上かを示すダミー変数を加えた推定、および 65 歳未満・以上でサン

プルを分割した推定も行う。性別は、男性をゼロ、女性を１とするダミー変数を使用する。

経営年数は、経営者としての在任年数を尋ねた設問の結果を使用する。創業者ダミーは、

経営者に就任した経緯を尋ねる設問において「自分で創業した」と回答した場合に１、そ

れ以外の場合にゼロを取るダミー変数である。ここで、創業者ダミーが１の場合、「経営年

数」は概念上企業の操業年数に一致することになる。経営組織は、設問の項目に従い、個

人事業、有限会社、株式会社の３区分を使用する。業種については、同じく設問項目をも

とに、製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食店、サービス業、その他、の７区分を使用

する。 

従業員の有無は、退出を決めた時点の従業員数を尋ねる設問において、従業員がいない

（０人）と回答した場合に１、一人以上の場合にゼロを取るダミー変数を使用する。本来

であれば、従業員数を企業規模を表す変数としてそのまま使用すべきとも考えられるが、

本稿では、はじめに小規模企業に対象を絞って分析しているため、その時点で従業員数の
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値の幅が狭く限定されている。そこで、本分析ではむしろ従業員が一人以上いる場合と一

人もいない場合とで退出行動の性質が不連続的に異なる可能性を考慮して、従業員の有無

をダミー変数でコントロールすることとした。なお、今回の調査の設問において、「従業員」

とは、有給の役員と常時雇用者の合計、ただし事業主や経営者と生計を一にする家族、臨

時従業員、派遣社員は含まないものと定義されている。このうち、特に生計を一にする家

族は「従業員」に含まないとされている点には注意を要する。結果として、本データセッ

トでは、従業員なしのケースに、本人に加えて同一家計内の家族が事業に従事しているケ

ースが含まれる。 

事業状況を表す変数については、同じく調査項目から、金融機関からの借入の有無、売

上傾向、利益状況の３変数を使用する。借入の有無は、退出を決めた時点で金融機関から

事業用資金の借入があったかどうかを尋ねた設問において、あるとしたものを１、ないと

したものをゼロとするダミー変数である。売上傾向は、同じく退出を決めた時点で、売上

が前年同期に比べ増加傾向、横ばい、減少傾向のいずれであったかを尋ねた設問の結果で

ある。利益状況は、同時点で経常利益が直前期黒字、直前期のみ赤字、２期連続赤字のい

ずれであったかを尋ねた設問の結果である。３変数とも、調査票の限界から、量的変数で

はなく質的変数となっている。なお、これらはいずれも「退出した時点」ではなく「退出

を決めた時点」について尋ねた設問の結果である点は重要である。その結果として、概念

上、例えば退出を決めてから実際に退出するまでにタイムラグがあるようなケースでも、

経営者が退出を決めた時点での事業状況に基づいて分析が行われることになる。 

表４は、各変数の平均値である。それぞれ、全サンプル、経済的退出・非経済的退出別

の集計値を示している。これらは、単に説明変数の記述統計を表すだけではなく、今回の

データセットの特性を示すものでもある。まず、サンプル全体では、経営者の退出時点の

平均年齢は 62 歳、うち 65 歳以上のケースが 44％となっている。性別は、２割強が女性で

ある。経営者在任年数は平均 26 年と、かなり長い。年齢の結果とあわせて考えると、本デ

ータセットは、比較的高齢、かつ長期間経営に携わってきた経営者を中心に構成されてい

るといえる。また、創業者が４分の３（74％）と大勢を占めている。経営組織は、３分の

２が個人事業、有限会社は２割強、株式会社は１割強である。従業員数については、ゼロ、

すなわち本人のみ、あるいは家族以外の常時従業員なしのケースが 36％ある。業種につい

ては、７区分のうち最も多いのは製造業の 23％、次が小売業の 19％である。さらに、事業

状況に関しては、まず金融機関から借入があったケースは全体の 29％に過ぎず、従って 7

割は金融機関からの借入なしで事業を行っていたことになる。また、売上傾向については、

どの程度その時点の景気状況を反映しているのか、あるいはデータが退出企業であること

によるのかは判断できないが、いずれにしても増加傾向としたケースがほとんどなく、大

部分（84％）は減少傾向と回答している。利益状況は、直前期黒字のケースも３割強ある
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一方で、２期連続赤字のケースが過半(51％)を占めている。 

プロビット・モデルの推定結果は表５の通りである。[I][II]はいずれも全サンプルを用い

た結果であり、[I]と[II]の違いは、経営者の退出時点の年齢を連続型変数としてのみ扱うか、

65 歳未満とそれ以上を区別するダミー変数も加えるかの違いである。[III]と[IV]は、これを

さらに進めて、65 歳未満とそれ以上でサンプルを分割して推定した結果である（65 歳未満

が[III]、65 歳以上が[IV]）。また、表には、個別の集計値の観察からは得られない情報とし

て、各説明変数の影響の大きさを表す限界効果も示している18。なお、売上傾向については、

増加傾向のケースが非常に少ないことから、減少傾向のダミーのみを推定に含めることと

し、結果的に増加傾向と横ばいのケースをまとめた推定を行っている。 

推定結果をみると、まず経営者の年齢に関しては、基本的に年齢が低いほうが経済的退

出の生じている確率が高い、逆にいえば高齢のケースほど非経済的退出の確率が高いとの

結果になっている。すべての経営者はいずれかの時点で引退せざるを得ないことを考えれ

ば、これは納得できる結果である。特に、[II]をみると、65 歳以上ダミーの係数が負で有意

かつ限界効果も-0.19 とかなり大きく、65 歳未満とそれ以上で差が大きいことが示されてい

る。ここで、年齢以外の変数の結果は[I]と[II]でほぼ同じであり、またサンプルを分割した

[III]と[IV]においてもそれほど大きな違いはみられない。その意味では、年齢以外の各説明

要因についても比較的頑健な結果が得られているといえる。 

次に、経営者の年齢以外の人的属性と企業の属性に関しては、４推定すべてにおいて、

男性の場合、および経営年数が短い場合ほど経済的退出が生じている確率が高いとの結果

が示されている。女性ダミーの限界効果はかなり大きく（-0.17；[II]の場合）、65 歳以上ダ

ミーに匹敵する大きさとなっている。一方、創業者ダミー、経営組織、従業員の有無の各

変数はいずれも有意ではなく、これらの要因については明確な影響は観察されていない。

また、業種については、（製造業を基準として）小売業、飲食店、サービス業、その他が負

で有意、建設業と卸売業も有意ではないが係数が負となり、製造業が相対的に経済的退出

の傾向が最も強いとの結果が得られている。限界効果は、特に飲食店とサービス業の絶対

値が大きく（それぞれ、-0.25 と-0.19；[II]の場合）、これら業種と製造業との違いが顕著と

なっている。この結果は、製造業の相対的な事業環境の悪さを示すものかもしれない。た

だし、今回の推定では売上傾向と利益状況が多少ともコントロールされていることを考え

れば、製造業が、他の業種以上に直接的に経済変動の影響を受ける業種であることを示し

ている可能性もある。 

退出を決めた時点の事業状況に関しては、これも４推定すべてにおいて、金融機関から

の事業用資金の借入がある場合、売上が減少傾向にある場合、２期連続赤字の場合に経済

                                                  
18 このうち、連続型変数の限界効果は説明変数の平均値で評価したもの、ダミー変数の限界効果は（他

の変数は平均値として）１の値の場合の確率からゼロの値の場合の確率を引いたものである。 
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的退出が生じている確率が高いとの結果が示されている。直前期のみ赤字については、（直

前期黒字を基準として）有意な結果は得られなかった。このうち、借入の有無については、

金融機関から借入がある場合には、事業をやめても借金が残る場合など経営者の意思だけ

では退出（あるいは存続）を決定できない局面が多くあり得る一方で、借入がない場合に

は、いつ退出するかは基本的には経営者の自由意思によるため、後者の場合に比較的経営

者の個人的な事情による退出が起きやすくなっていることによるのかもしれない19。また、

売上の減少傾向と２期連続赤字については、限界効果もかなり大きく（いずれも約 0.24；[II]

の場合）、これらの要因が実際に経済的退出と強く結びついていることが確かめられたとい

える。しかし、この結果は、逆にいえば非経済的退出には売上動向や利益といった要因は

相対的に小さな影響しか与えていないことを意味しており、退出研究において退出行動の

多様性を認識することの重要性を示すものでもある20。 

 

 

５．退出後の就労状況 

個人事業の廃止や法人の解散が行われた場合には、その企業は消滅する。しかし、それ

は必ずしも経営者の職業人生がその時点で終わることを意味しない。当然ながら、場合に

よっては再び何らかの事業を運営するという選択、あるいは既存企業に就職するといった

選択があり得る。そしてこれらの選択がなされた場合には、それまでの経営経験、知識、（時

としてかけがえのない）技能等が、ある程度でも企業の消滅後も引き続き活かされると期

待することができる。しかし、そのような、企業退出後の経営者の動向も一般的には特に

追跡することが難しいものである。この点に関して、「小規模企業経営者の引退に関する実

態調査」には、調査時点（退出から１－２年経過時点）での就労状況を尋ねる設問が設け

られている21。本節では、その設問の結果をもとに、退出後の経営者の再就労状況について

観察する。 

当該設問の結果をまとめたものが表６である。表６（１）は全サンプルの、（２）（３）

はそれぞれ 65 歳未満、65 歳以上別の結果を示している。仕事のうちわけは、詳細さをより

                                                  
19 他に、事業が経済的に難しくなった時点で資金調達のために借入をした、という状況が生じている

ケースも考えられる。しかしいずれにせよ、可能な限り経営者の自由意志で企業の存続・退出を決定

したい場合には極力金融機関からの借入は避けるべきである、という原則は確認されたといえるだろ

う。 
20 ただし、本稿ではデータの制約から、はじめに退出した企業のみを取り出しその中での性質の違い

を調べているが、本来は、より大きな枠組のもとで、存続・継承といった他の状態と退出の選択問題

から考えるのが望ましい。この点は、今後の課題としたい。 
21 具体的には、収入を得る仕事をしているかどうかを尋ねる設問の後、していると回答した場合には

その種類（複数の場合には主なものひとつ）を、表６の９項目の中から選択する。なお、このうち前

半の「収入を得る仕事をしているかどうか」についての設問と、後の債務整理状況の設問の結果は、

本稿の中では例外的に『中小企業白書 2004 年版』でも比較的詳細に取り扱われている情報である。 
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重視し、調査票項目をそのまま用いた９区分とした。ただし、これらは、より大きくは経

営者（自営業主、会社等役員）、被雇用者（正社員、パート・アルバイト、派遣社員、契約

社員・嘱託）、それ以外（自家営業の手伝い、内職、その他）の３つに分けることができる。

また、いずれの表にも、経済的退出・非経済的退出別、および債務整理の終了・未終了別

の集計結果を併せて示している。このうち、「債務整理の終了・未終了」とは、調査時点で

事業に関する債務の整理が終了しているかどうかを尋ねた設問の結果であり、就労状況の

設問と同様、退出から一定期間経過後の情報を与えるものである22。結果をみると、全体の

９割が調査時点で債務整理は終了していると回答している（表６）23。 

表６（１）から、まず、全体の４割強、44％の経営者が、退出後再び何らかの仕事に就

いていることがわかる。その内容は、９区分でみた場合最も多いのが自営業主の 14％で、

これに会社等役員を加えると、再び経営者として就労しているケースが 17％ある。これは、

表１（１）において「新たな仕事や事業を行うため」に退出したとする経営者の割合が３%

であったことを考えると、相当大きな割合といえる。また、被雇用者になるケースも、正

社員が５％、これにパート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託のいわゆる非正規雇

用を加えると 17％と、ちょうど経営者と同じ割合になっている。 

次に、これを年齢層別（表６（２）（３））にみると、何らかの仕事に就いている割合は、

65 歳未満の 59％に対し 65 歳以上では 24％と、やはり 65 歳未満のほうが圧倒的に大きい。

特に、65 歳以上では（直感的にも予想されるように）正社員になるケースはほとんどない

のに対し、65 歳未満では９％が正社員として再就労している。パート等非正規雇用も、65

歳以上では４％に過ぎないのに対し、65 歳未満では 19％に達している。また、再び経営者

になるケースも、65 歳以上の 11％に対し、65 歳未満では 23％ある。これらの結果のうち、

被雇用者の割合の違いについては、本人の意思だけでなく雇用する側の意思決定も影響を

与えている可能性が高いが、被雇用者だけでなく経営者の割合も大きく違うことを考えれ

ば、基本的には年齢は経営者自身の退出後の行動にも大きな影響を与えていることが確認

されたといえる。 

さらに、再就労の状況には、退出理由（経済的退出・非経済的退出）別に明確な違いが

みられる。まず、退出後何らかの仕事に就いているケースが、経済的退出の場合は 56％と

過半を占めるのに対し、非経済的退出の場合は 36％と少ない（表６（１））。そのうちわけ

をみると、最も注目されるのは、被雇用者の割合が４形態とも経済的退出のほうが大きい

                                                  
22 なお、同設問では「事業に関する債務」の状況が尋ねられており、従って概念上ここでの「債務」

には買掛債務や近親者からの債務等広い意味での債務全般が含まれる。その意味で、前節で使用した

金融機関からの借入の有無を尋ねる設問とは内容が根本的に異なるものである。 
23 債務整理の項目のみ総サンプル数が 1417 と少ないが、これは、1730 から本設問に回答していない

ものを除いた結果である。債務整理に関する情報は第４節の計量分析には使用しないことなどから、

本設問への回答は統一サンプル抽出の必要条件には含めなかった。付表５も同様。 



 

 13

点である。特に、正社員の違いも大きいが、それ以上にパート等非正規雇用の違いが大き

く（経済的退出 18％、非経済的退出８％）、結局この部分が両者の違いの最大の要因となっ

ている。さらに、これを年齢層別（表６（２）（３））にみると、この被雇用者の割合の違

いは大部分が 65 歳未満の違いから生じていることがわかる。 

この、退出理由別の違いの原因としては、やはり第一に、経済的退出のほうが、主に経

済的な事情から退出後に何らかの再就労をせざるを得ないケースが多いことが考えられる。

もちろん、ある時点で企業経営よりも被雇用者、それも場合によっては非正規雇用を希望

して自発的に身を転じる、というケースも考えられないわけではない。しかし、この点に

関しては、経済的退出の就労状況の分布を、同じく表６の債務整理終了・未終了別の結果

と比較すると、その分布は債務整理未終了のケースに近いことがわかる。具体的には、債

務整理未終了のケースのほうが、そうでない場合に比して退出後に再就労している割合が

かなり大きく、また、その内容も（相対的には間口の広い）自営業主と非正規雇用の割合

が大きくなっている。この結果は、やはり基本的には、債務整理未終了の場合には債務の

返済という経済的な事情から仕事を必要とするケースが多いことから生じていると解釈す

べきであろう。そして、この債務整理未終了と経済的退出の分布の類似性を考えると、経

済的退出についても、自ら経営者をやめて被雇用者を選択するというよりも、どちらかと

いえば経済上の必要性から退出後に再び就労せざるを得ないケースのほうが多いことが推

測される24。 

 

 

６．おわりに 

日本の企業の９割近くは小規模企業、３分の２は個人企業である。従って、日本の開廃

業の問題も、少なくとも量的には、かなりの程度小規模企業の問題である。しかし、特に

退出については、データの入手可能性の問題もあり、これまで必ずしも十分には検証され

てこなかった。そこで本稿では、主に 2003 年 11 月に実施された「小規模企業経営者の引退

に関する実態調査」の個票データをもとに、日本における小規模企業の退出の実態につい

て分析を行った。 

調査の結果から、まず、小規模企業は経済状況の悪化を直接の理由とする退出（「経済的

退出」）以外にも、高齢化や健康問題をはじめとする様々な理由によって退出していること

が確かめられた。また、一部ではあるが、悠々自適な生活を送るため、新たな仕事や事業

を行うためといった理由での退出もみられた。これらの、事業の経済上の要因から退出す

                                                  
24 なお、債務整理未終了のケースは経済的退出に 83、非経済的退出に 64 存在しており、この経済的

退出と債務整理未終了の類似性は両者のサンプルが同一、あるいは大部分が重複していることから生

じているものではない。 
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るという標準的な退出研究の想定とも一致しないように思われるケース（「非経済的退出」）

は、今回のデータセットにおいては過半（６割）を占めていた。次に、この「経済的退出」

と「非経済的退出」の性質の違いを検証するプロビット・モデルの推定を行った。推定の

結果、相対的に若い場合、男性の場合、金融機関からの借入がある場合、売上が減少傾向

にある場合などに経済的退出が生じている傾向が強いことが示された。さらに、本データ

セットの特徴を活かし、多くの場合把握が特に困難な、退出後の経営者の就労状況につい

ても観察および分析を行った。その結果、退出後に再び経営者や被雇用者になるケースも

相当程度存在していること、また、経済的退出の場合のほうが再就労する、特に被雇用者

として再就労する比率が高いことなどが示された。これらの結果は、退出研究において経

済的退出と非経済的退出の両者を区別して分析することが重要である可能性を示している。 

現在、高度成長期に誕生した企業、特に小規模企業の多くは経営者の高齢化が進んでい

る25。これらの企業は、いずれかの時点で継承が行われない限り、事業の成功・失敗に関わ

らずそう遠くない将来必ず退出することになる。もちろん、例えば完全に属人的な事業で

ある場合のように、考えるまでもなく退出以外に選択肢がない状況、というものもあるで

あろう。また、一方で、役目を終えた企業の消滅の積み重ねが結果的には経済全体の生産

性を徐々に上げる、ということもあるかもしれない。従って、あらゆる事業が廃業される

べきでない、という主張ももちろんあり得ない（cf. 西村・中島・清田、2003；深尾・権、

2004；Nishimura Nakajima and Kiyota, 2005）。しかし、仮にそのような場合であってさえ、

ミクロレベルで、その役目を終えた企業の経営者がどのような幕引きをするか、およびそ

れがその果たしてきた役割に相応しいものであるか、という点は、別途重要な論点として

目を向けられるべきものである。特に日本において、起業のリスク（および労力）とリタ

ーンが、人生全体のレベルの総合的な単位でどの程度見合い得るのか、という議論に客観

的な情報をもって貢献することは、次の世代の「健全な」潜在的企業家層の形成にも大き

な役割を果たすと考えられる。本稿の分析が、そのような重要な論点に関する何らかの貢

献を含んでいることを望みたい。 
 

 

補論 小規模企業共済制度について 

小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（現在）が運営する、小規

模企業経営者のための退職金積立制度である。常時使用する従業員の数が 20 人以下（商業、

サービス業は５人以下）の事業を営む個人事業主および会社等の役員を対象とし、契約者

が事業を廃止した場合等に、それまで払い込んだ掛金の額に応じて共済金が支給される。

                                                  
25 もちろん、人口の高齢化（および、いわゆる団塊世代引退）の問題は、企業経営者に限らず、広く

日本社会全体の直面している問題である。 
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制度の発足は 1965 年で、現在（2003 年度末時点）の在籍件数は 178 万件、運用資産残高は

7 兆 7 千億円である。ただし、加入後の口数追加（掛金増額）が複数件扱いとなることから

件数には重複があり、件数ではなく人数ベースでみると契約者数は約 130 万人（2003 年度

末時点）である26。 

同制度の最大の特徴は、１）掛金が全額所得控除の対象になるなど税制上の優遇措置が

あること、２）実質的に国営、かつ制度の運営経費が全額国庫負担であること、の２点で

ある。特に前者は、課税所得がある小規模企業経営者にとっては大きな利点である。掛金

は月あたり 1000 円から 7 万円まで（500 円刻み）選択でき、例えば、最大金額の月 7 万円

とした場合、年 84 万円の所得控除が追加的に受けられることになる27。他にも、同制度に

は、払い込んだ掛金の額に応じた貸付制度がある、国税滞納処分等による場合を除き共済

金等の受給権は差押さえが禁止されているなどの特徴もある。 

共済契約の終了（「解除」）の形態には、大きく分けて、共済事由Ａによる共済金Ａの支

払い、共済事由Ｂによる共済金Ｂの支払い、準共済事由による準共済金（特別解約手当金）

の支払い、解約事由による解約手当金の支払い、の４ケースがある。共済事由Ａから順に、

支払われる金額の納付済掛金総額に対する割合は小さくなる（付表３参照）。各事由の主な

内容は下記の通りである。 

共済事由Ａ：個人事業の廃止、個人事業主の死亡、法人の解散 

共済事由Ｂ：会社等役員の疾病・負傷または死亡による退職、老齢給付 

準共済事由：上記以外の理由による会社等役員の退職、 

個人事業の配偶者または子への譲渡 

解約事由：任意解約、12 月以上の掛金滞納による解約 

なお、第３節でも述べた通り、個人事業の配偶者または子への譲渡は準共済事由である

が、それ以外の第３者への譲渡は、制度上、より有利な「個人事業の廃止」（共済事由Ａ）

として扱われる。また、「老齢給付」とは、掛金を 15 年以上納付かつ年齢が 65 歳以上の場

合に、事業を継続しているか否か等を問わず、契約者の請求に基づいて共済金が支給され

るものである。付表１をみると、年あたり、共済事由 A・B が併せて９万件前後28、準共済

事由が４千件強、解約事由が５万件の計 14－15 万件の解除事由が発生している。 
                                                  
26 これは、非１次産業の加入対象者数の２割強に相当している。 
27 そのときの節税効果は、所得税の実効税率（住民税含む）を仮に 20％としても、年あたり 17 万円

になる。納めた掛金の額（84 万円）との費用対効果を考えれば無視できない金額といってよい。ただ

し、その節税効果は基本的には後々（場合によっては数 10 年後）まで蓄積され、共済金等受取時点

になってはじめて清算・享受されるものであり、各年の現金収支自体は 84－17＝64 万円の持ち出し

である点には注意が必要である。さらに、共済金・準共済金は税法上比較的有利な取り扱いになって

はいるが（付表４参照）、それでも、場合によっては（他の退職所得が多い場合など）共済金等の受

取時点で課税されることもあり得る。また、65 歳未満で途中解約した場合には、解約手当金は一時所

得として課税される。 
28 共済金の平均支給額は、一人あたり 907 万円（2003 年度実績）。 
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ただし、同制度の在籍件数は、1993 年度末の 226 万件をピークに、新規加入の減少と解

除の増加という双方の要因により急速に減少している（付図１）。このうち、新規加入の減

少は、付表２の概算によれば近年の開廃業率の逆転現象の進行（加入対象者数の減少）を

かなり上回るペースで進んでいる。また、解除の増加は、一つには制度発足以降の時間の

経過とともに共済事由等の発生が本格化してきたことによっていると考えられるが29、一方

で、1992 年頃から任意解約も増加している（同じく付図１）。 

さらに、重要な点として、2004 年４月以降、共済金等の金額設定の基準となる運用収入

の予定利率が 2.5%から 1.0%へと引き下げられた30。現在の掛金と共済金等の関係は付表３

の通りであり、税制上の優遇措置という特典は変わらず存在するものの、資金を外に出し

長期間固定することを要請する同制度の魅力がその分薄くなっていることは否定できない。

この点に関して、付表５は、本稿で使用した「小規模企業経営者の引退に関する実態調査」

の中で、共済制度に加入した経緯を尋ねた設問の結果である。これをみると、一部に自ら

パンフレット等を見て、というケースもあるものの、多くの場合経営者は周囲の勧めから

共済に加入している。中小企業基盤整備機構は、加入等各種手続に関する業務を金融機関、

商工団体、事業協同組合、青色申告会、税理士団体等に委託しており、付表５からも、主

にそれらの機関・団体からの勧誘をきっかけに同制度に加入している様子が伺える。その

意味では、同制度の一層の活性化のためには、当然ながら関係機関等周囲が勧められるだ

けの魅力的な制度であり続けることが根本的には最も重要であるといえる31。 

ただし、より大きな観点から考えれば、同制度はそもそも完全な積立型であり、例えば

倒産防止共済制度のような保険的リスク分散の機能はない。また、中小企業退職金共済制

度のように経営者に従業員のための積立を促す制度とも異なり、直接は経営者本人のため

の制度である。さらに、日本の金融環境・金融商品環境は、制度発足の頃からすれば非常

に大きく変化している32。小口・大量の契約からなる同制度の関連事務は膨大であることも

予想され、例えば、極端にいえば同等程度の節税効果をより直接的な税制改正等33によって

実現できれば、そのほうが政策主体・事業者双方にとってより望ましい状況が生じつつあ

                                                  
29 最も顕著な例は、納付 15 年以上かつ 65 歳以上を要件とする老齢給付で、現在は年間数万件発生し

ているが、発足後 15 年間は当然、件数はゼロである。 
30 それ以前の経緯としては、予定利率は 1996 年 4 月に、制度発足以来の 6.6%から 4.0％に、2000 年

4 月から 2.5％に引き下げられた。 
31 とはいえ、一方で同共済の収支構造は悪化しており、直近（2003 年度）の単年度収支はマイナス

3400 億円、またストックでは 2004 年６月末時点で 7600 億円の繰越欠損金が生じている。昨今の厳し

い運用環境も併せて考えれば、予定利率引き下げ自体はやむを得ない面もある。 
32 この点に関しては、民間の金融商品の発達といった要因以外にも、他の（地方自治体を含む）公的

制度との実質的な重複の可能性も無視できない問題であり得る（cf. 中小企業政策審議会第 39 回共済

制度小委員会議事録, pp. 3-4, 1998 年６月９日）。特に、1991 年４月に施行された国民年金基金は、対

象が自営業主中心、解約手当や貸付制度はなく年金としてのみ支給など違いはあるものの、小規模企

業共済の在籍件数減少がはじまった時期を考えても制度競合の可能性は高いように思われる。 
33 あくまで一例として挙げれば、青色申告特別控除の拡充のような形が考えられないだろうか。 
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る可能性も考えられる。 
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（１） 経営者をやめた最大の理由

　 項目 65歳未満 65歳以上

1 悠々自適な生活を送るため 3.1 3.3 2.9
2 新たな仕事や事業を行うため 3.1 4.9 0.8
3 経営者本人の高齢化 20.1 5.4 38.9
4 従業員の高齢化 0.7 0.4 1.1
5 経営者本人の病気やけがのため 14.3 13.0 16.0
6 経営者の親族の病気やけがのため 2.7 2.4 3.2
7 結婚や転居など家庭の事情(6を除く） 0.9 1.4 0.1
8 災害のため（5～7を除く） 0.3 0.4 0.1
9 事業意欲が減退したため 6.9 8.5 4.8

10 事業の見通しが立たないため（3～8を除く） 38.0 49.1 23.7
11 倒産したため 2.3 2.8 1.7
12 その他 7.6 8.3 6.6

計 100.0 100.0 100.0

n 1730 975 755
（％、実数）

（上記設問の10または11のみ回答）

　 項目 65歳未満 65歳以上

1 売上・受注額が減少した 70.6 71.3 68.8
2 販売先・受注先が倒産した 4.4 4.2 5.2
3 仕入先が倒産した 1.2 1.6         -
4 赤字を計上した 8.9 7.7 12.0
5 金融機関が融資の拒絶や減額をした 2.6 2.4 3.1
6 経営者の高齢化や健康問題があった 1.3 1.4 1.0
7 従業員が退職した 0.1 0.2         -
8 その他 5.4 5.1 6.3
無回答 5.4 6.1 3.7
計 100.0 100.0 100.0

n 698 506 192
（％、実数）

（２）事業の見通しが立たなかった・倒産した理由

表１．退出理由

年齢（退出時点）

年齢（退出時点）
全体

全体
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（％、実数）

65歳未満 65歳以上

経済的退出 39.8 51.2 25.2
非経済的退出 60.2 48.8 74.8
計 100.0 100.0 100.0

n 1730 975 755
 経済的退出； 表１(１)の10 ・11(表１(２)の6を除く)
 非経済的退出；　表１(1)の10・11以外、表１(２)の6

表２．経済的退出と非経済的退出

年齢（退出時点）
全体
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　全体
経済的退

出
非経済的
退出

25-39歳 1.7 1.2 2.1
40-49歳 5.8 8.9 3.8
50-54歳 11.6 14.2 9.8
55-59歳 15.3 21.8 11.0
60-64歳 21.9 26.4 18.9
65-69歳 22.3 18.0 25.1
70-74歳 12.9 6.7 17.0
75-79歳 6.0 2.5 8.4
80-93歳 2.5 0.4 3.9
計 100.0 100.0 100.0

n 1730 689 1041
（％、実数）

表３．退出した経営者の年齢分布

年齢（退出時点）
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経済的 非経済的

退出 退出

年齢 62.34 59.53 64.20
65歳以上 0.436 0.276 0.543
性別（女性＝1） 0.213 0.161 0.247
経営年数 26.35 23.41 28.29
創業者 0.739 0.714 0.755

個人事業 0.650 0.560 0.709
有限会社 0.231 0.266 0.207
株式会社 0.120 0.174 0.084

従業員なし 0.364 0.329 0.387

製造業 0.234 0.300 0.190
建設業 0.142 0.168 0.124
卸売業 0.058 0.077 0.045
小売業 0.190 0.176 0.199
飲食店 0.068 0.038 0.088
サービス業 0.129 0.093 0.154
その他 0.179 0.148 0.200

金融機関からの借入あり 0.290 0.403 0.214

売上増加傾向 0.016 0.001 0.025
売上横ばい 0.145 0.060 0.202
売上減少傾向 0.839 0.939 0.773

直前期黒字 0.316 0.174 0.410
直前期のみ赤字 0.174 0.131 0.203
2期連続赤字 0.510 0.695 0.387

n 1730 689 1041

表４．各変数の平均値

全体
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被説明変数：経済的退出＝１、非経済的退出＝0

係数 t値 限界効果 係数 t値 限界効果 係数 t値 限界効果 係数 t値 限界効果

定数項 1.4821 5.23 ** 0.4583 1.31 　 -0.3680 -0.90 2.4133 2.51 *

年齢 -0.0334 -7.28 ** -0.0125 -0.0130 -2.12 * -0.0049 -0.0015 -0.20 -0.0006 -0.0422 -3.12 ** -0.0113
65歳以上 - -0.5192 -4.95 ** -0.1908 - -
性別（女性=1） -0.4667 -5.26 ** -0.1649 -0.4956 -5.55 ** -0.1740 -0.4564 -4.41 ** -0.1798 -0.4922 -2.70 ** -0.1116
経営年数 -0.0161 -4.35 ** -0.0061 -0.0154 -4.14 ** -0.0058 -0.0165 -3.17 ** -0.0066 -0.0168 -2.98 ** -0.0045
創業者 -0.0432 -0.54 -0.0163 -0.0499 -0.63 -0.0188 0.0507 0.50 0.0202 -0.2467 -1.86 -0.0699

個人事業 - - - -
有限会社 -0.0485 -0.56 -0.0181 -0.0888 -1.02 -0.0331 -0.1051 -0.99 -0.0419 -0.1306 -0.83 -0.0337
株式会社 0.1887 1.64 0.0724 0.1651 1.43 0.0632 0.2339 1.57 0.0926 -0.0345 -0.18 -0.0091

従業員なし -0.0249 -0.33 -0.0094 -0.0143 -0.19 -0.0054 0.1383 1.42 0.0551 -0.2379 -1.86 -0.0625

製造業 - - - -
建設業 -0.1297 -1.18 -0.0479 -0.1505 -1.36 -0.0553 -0.0224 -0.16 -0.0089 -0.4278 -2.25 * -0.0979
卸売業 -0.1553 -1.03 -0.0568 -0.1186 -0.78 -0.0436 -0.2572 -1.22 -0.1018 -0.0729 -0.33 -0.0190
小売業 -0.2762 -2.67 ** -0.1002 -0.2932 -2.82 ** -0.1059 -0.3310 -2.39 * -0.1309 -0.2878 -1.80 -0.0712
飲食店 -0.7890 -5.02 ** -0.2455 -0.8087 -5.09 ** -0.2495 -0.7279 -3.93 ** -0.2730 -1.0625 -3.07 ** -0.1726
サービス業 -0.5311 -4.33 ** -0.1815 -0.5453 -4.41 ** -0.1854 -0.4103 -2.72 ** -0.1612 -0.8969 -3.68 ** -0.1693
その他 -0.2808 -2.58 ** -0.1016 -0.2714 -2.48 * -0.0983 -0.1094 -0.75 -0.0436 -0.4699 -2.71 ** -0.1107

金融機関からの借入あり 0.3477 4.55 ** 0.1331 0.3333 4.34 ** 0.1274 0.3677 3.80 ** 0.1455 0.3128 2.37 * 0.0902

売上増加傾向・横ばい - - - -
売上減少傾向 0.7446 6.52 ** 0.2449 0.7164 6.27 ** 0.2367 0.8119 6.00 ** 0.3058 0.5026 2.24 * 0.1138

直前期黒字 - - - -
直前期のみ赤字 0.0709 0.67 0.0269 0.0688 0.64 0.0260 0.0380 0.29 0.0151 0.1237 0.62 0.0344
2期連続赤字 0.6307 7.27 ** 0.2332 0.6593 7.53 ** 0.2431 0.5103 4.69 ** 0.2014 0.9150 5.78 ** 0.2446

Log likelihood -935.2 -922.9 -572.9 -332.3
McFadden R2 0.1959 0.2065 0.1520 0.2199
n 1730 1730 975 755
  * 5%水準で有意　** 1%水準で有意

[ III ]65歳未満 [ IV ]65歳以上

表５．プロビット・モデル推定結果

[ ＩＩ ]全体[ Ｉ ]全体

23



（１）全体

　 経済的 非経済的

退出 退出 終了 未終了

1 収入を得る仕事をしている 43.7 56.2 35.5 42.3 66.7
自営業主 13.6 16.8 11.5 13.1 22.5
会社・団体などの役員 3.8 3.8 3.8 4.3 4.1
正社員 5.2 8.7 2.9 5.4 6.1
パート・アルバイト 7.2 11.0 4.7 7.2 10.2
労働者派遣事業所の派遣社員 0.7 1.2 0.4 0.7 0.7
契約社員・嘱託 4.2 6.0 3.0 3.9 7.5
自家営業の手伝い 3.6 3.5 3.8 2.5 9.5
内職 1.2 1.9 0.8 0.9 2.0
その他 4.1 3.3 4.6 4.4 4.1

2 収入を得る仕事はしていない 56.3 43.8 64.6 57.7 33.3
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

n 1730 689 1041 1270 147
（％、実数）

（２） 65歳未満

　 経済的 非経済的

退出 退出 終了 未終了

1 収入を得る仕事をしている 59.0 65.7 51.9 56.7 71.7
自営業主 17.6 18.8 16.4 17.5 18.9
会社・団体などの役員 5.1 3.8 6.5 5.7 3.8
正社員 8.7 12.0 5.3 8.8 8.5
パート・アルバイト 11.1 13.8 8.2 10.8 13.2
労働者派遣事業所の派遣社員 1.1 1.4 0.8 1.1 0.9
契約社員・嘱託 6.3 7.6 4.8 5.7 9.4
自家営業の手伝い 4.7 4.2 5.3 3.5 9.4
内職 0.8 1.2 0.4 0.1 2.8
その他 3.5 2.8 4.2 3.6 4.7

2 収入を得る仕事はしていない 41.0 34.3 48.1 43.3 28.3
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

n 975 499 476 725 106
（％、実数）

（３） 65歳以上

　 経済的 非経済的

退出 退出 終了 未終了

1 収入を得る仕事をしている 24.0 31.1 21.6 23.1 53.7
自営業主 8.5 11.6 7.4 7.2 31.7
会社・団体などの役員 2.1 3.7 1.6 2.4 4.9
正社員 0.7            - 0.9 0.7          -
パート・アルバイト 2.3 3.7 1.8 2.6 2.4
労働者派遣事業所の派遣社員 0.1 0.5            - 0.2          -
契約社員・嘱託 1.5 1.6 1.4 1.5 2.4
自家営業の手伝い 2.3 1.6 2.5 1.3 9.8
内職 1.7 3.7 1.1 1.8          -
その他 4.9 4.7 5.0 5.5 2.4

2 収入を得る仕事はしていない 76.0 69.0 78.4 76.9 46.3
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

n 755 190 565 545 41
（％、実数）

債務整理

表６．退出後の就労状況

項目 　全体

項目 　全体
債務整理

項目 　全体
債務整理
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　　　注）在籍件数＝前年度末在籍件数＋加入件数－解除件数

　　　資料）中小企業基盤整備機構『共済制度の概要　平成16年度版』

付図１．小規模企業共済制度　在籍・加入・解除の推移

（１）在籍件数推移
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(件)
2001年度 2002年度 2003年度

個人事業の廃止 44349 43167 46488
個人事業主の死亡 8523 7996 7834
法人の解散 7865 8711 9322
役員の退職（疾病・負傷） 844 827 826
役員の死亡 3591 3348 3277
老齢給付（個人） 15143 15172 17784
老齢給付（法人） 9561 9859 11555
役員の退職（一般） 4003 4037 4131
個人事業の配偶者または子への譲渡 374 466 475
任意解約 48647 46072 42671
掛金12月以上の滞納による解約 5363 5075 4690

全体 148280 144749 149066
注）些少な事由を省略しているため、最下段の「全体」は各件数の合計と厳密には一致しない。

資料）中小企業基盤整備機構『共済制度の概要　平成16年度版』

解約事由

付表１．主な解除事由

共済事由Ａ

共済事由Ｂ

準共済事由
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加入対象者数 増減少率 在籍件数 増減少率

Ａ (対前数値) Ｂ (対前数値)
1994年度 5868757 2241270
1999年度 5814950 -0.92% 2040793 -8.94%
注）加入対象者数、在籍件数には農業者を含まない。

資料）中小企業政策審議会、第４回経営安定部会配布資料、2002年11月15日

付表２．加入対象者数と在籍件数
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（円）

掛金納付年数 5年 10年 15年 20年 30年
掛金合計額 600000 1200000 1800000 2400000 3600000
共済金Ａ 621400 1290600 2011000 2786400 4348000
共済金Ｂ 614600 1260800 1940400 2658800 4211800
準共済金 600000 1200000 1800000 2419500 3832740

注1）2005年1月末現在の制度設計（予定利率等）による計算値。

注2）共済金・準共済金は、基本共済金の額のみ記載。制度上は、これらには付加共済金が上乗

       せされる可能性があるが、実際には制度が導入された1996年度以降、付加共済金が上乗せ

       されたことはない。単年度の剰余金は繰越欠損金の解消に優先的に使用されるため、7600
       億円（2004年６月末現在）の繰越欠損金が存在する現状においては、仮に今後単年度収支

       が黒字に転じたとしても相当長い期間付加給付金はゼロが続くことが予想される。

資料）中小企業基盤整備機構『小規模企業共済制度のしおり　平成16年度版』

付表３．掛金と共済金等の関係（掛金月額10000円の場合）

　　掛金納付月数が240ヶ月未満の場合、支払額は掛金合計額を下回る。

　　掛金納付月数に応じ、掛金合計額の80%～120%が支払われる。
解約手当金
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一括受取の場合 分割受取の場合

退職所得扱い・死亡退職金扱い 公的年金等の雑所得扱い

準共済金

解約日に65歳未満の場合 解約日に65歳以上の場合

一時所得扱い 退職所得扱い

資料）中小企業基盤整備機構『小規模企業共済制度のしおり　平成16年度版』

付表４．共済金等の税法上の扱い

共済金Ａ・Ｂ

退職所得扱い

解約手当金
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 項目    %
1 金融機関の勧め 15.8
2 商工団体（商工会・会議所等）の勧め 38.2
3 親族・友人・知人の勧め 11.6
4 税理士や中小企業診断士などの勧め 16.9
5 自らパンフレット等を見て 10.6
6 その他 5.3
無回答 1.6
計 100.0

n=1730

付表５．小規模企業共済制度に加入した経緯
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